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令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る 

調査（令和８年度調査）の実施内容について（案） 

 

 令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和８年度調査）につ

いては、以下の内容により実施してはどうか。 

 

１．目 的 

「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」に示された今後の課題を踏まえて、

令和６年度の介護報酬改定の効果検証や、審議報告において検討が必要とされた事項

等に関する調査研究を行うための資料を得ることを目的とする。 

 

２．調査項目 

以下に掲げる２項目について、令和８年度に調査を実施する。 

 

（１） 高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にか

かる調査研究事業（案）（別紙１） 

 

（２） 離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方の調査・検証研究事業

（案）（別紙２） 

 

 

 

 

※ 別紙１～２は現時点での素案であり、今後、調査の具体化により変更があり得る。 
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（別紙１） 

高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関 

との連携状況等にかかる調査研究事業（案） 

 

１．調査目的 

令和６年度介護報酬改定では、施設サービスにおいて、在宅医療を支援する地域の

医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、要件を満たす協力医療機関を定

めることを経過措置３年として義務化した。また、居住系サービスにおいては努力義

務としたところである。また、新興感染症の発生時等に対応する感染症法上の協定締

結医療機関と連携することを努力義務とした。 

審議報告の今後の課題では、連携体制に係る実態や課題等を把握した上で、連携体

制の構築を推進するために必要な対応を行うとともに、次期介護報酬改定に向けて引

き続き検討していくべきとされている。また、感染症への対応として、都道府県にお

ける協定締結の状況や高齢者施設等における連携の取組状況を把握し、更なる連携の

強化に向けた対応を検討していくべきとされている。 

本調査は、施設サービス及び居住系サービスについて、協力医療機関との連携の実

態や施設等における医療提供の実態、協定締結医療機関との連携状況を調査すること

で、今回の計画期間中における連携体制の更なる推進及び次期改定に向けた検討に資

する基礎資料を作成することを目的とする。 

 

２．調査客体(アンケート調査、ヒアリング調査)  

・ 介護老人福祉施設（地域密着型含む） 

・ 介護老人保健施設 

・ 介護医療院 

・ 特定施設入居者生活介護（地域密着型含む） 

・ 認知症対応型共同生活介護 

・ 養護老人ホーム 

・ 軽費老人ホーム 

・ 都道府県、市区町村 

 

３．主な調査項目 

・ 施設及び事業所の基本情報 

（施設及び事業所のサービス実施状況、利用者の状態、入退所先を含む） 

・ 協力医療機関との連携状況 

・ 急変時の対応状況 

・ 感染症の対応を行う医療機関との連携状況 

・ 自治体における高齢者施設等と医療機関との連携を推進する体制 

・ 管内の施設における協力医療機関との連携状況 

・ 届出の受理体制 

・ 自治体における協力医療機関との連携に向けた支援の状況 

 

□「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」に示された今後の課題等の以下の項

目に該当 

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 

・ 高齢者施設等と医療機関の実効性のある連携体制の検証 

・ 感染症への対応力の検証 
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（別紙２） 

離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等 

の在り方の調査研究事業（案） 

 

１．調査目的 

高齢化や人口減少のスピードには地域によって大きな差があり、地域によってサー

ビス需要の変化は様々である中、地域におけるサービス供給の状況を踏まえつつ、

2040年を見据え、サービス提供体制を検討する必要がある。 

特に、中山間・人口減少地域においては、高齢者人口が減少し、サービス需要が減

少する中、利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、介護保険部会で議論さ

れている制度面での検討に加え、事業者の経営の安定の観点から、介護報酬において

適切な評価を行うことが必要となる。 

現行の介護報酬においては、離島・中山間地域・豪雪地帯等に所在する事業所や当

該地域等に所在する利用者に対してサービス提供を行った場合に、やむを得ず移動距

離等を有し、事業運営が非効率にならざるを得ない場合があることへの配慮として、

３種類の加算（特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域

等に居住する者へのサービス提供加算）が設けられている。 

この離島・中山間地域・豪雪地帯等における加算については、「令和６年度介護報

酬改定に関する審議報告」において今後の課題として、｢離島・中山間地域・豪雪地

帯等に対する加算の対象サービス・対象地域等については、サービス類型ごとに、利

用者数・移動距離・移動手段・移動時間といったサービス提供状況や、令和６年度か

ら施行する経営情報データベース等を活用しつつ詳細な収支状況の実態を把握した

上で、介護報酬上の評価の在り方を含め必要な方策を引き続き検討していくべきであ

る。｣とされている。 

そこで、本調査は、離島・中山間地域・豪雪地帯等における介護サービスの提供、

支援・評価の在り方の検討に資する基礎資料を作成することを目的とする。 

 

２．調査客体※詳細は今後調査票設計段階で改めて検討 

・ 訪問系サービス、通所系サービス、多機能系サービス等 

・ 都道府県、市町村 

 

３．主な調査項目 

・事業所の基本情報 

・事業所のサービス提供状況（利用者数、移動距離、移動手段、移動時間等） 

・事業所の各種サービス費、加算等の算定状況 

・事業所の収支の状況、経営課題 等 

 

□「令和６年度介護報酬改定に関する審議報告」に示された今後の課題等の以下の項

目に該当 

５．その他 

・ 離島・中山間地域・豪雪地帯等に対する加算について、サービス類型ごとに、サ

ービス提供状況等を把握した上で、必要な方策を検討。 

 


